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相
続
人
の
死
亡
と
相
続
登
記 

事
例
に
学
ぶ
相
続
登
記 

 
 

 

（そ
の
１
） 

  

父
（
Ａ
）
が
亡
く
な
り
、
相

続
登
記
を
し
な
い
う
ち
に
、

先
日
母
（
Ｂ
）
が
亡
く
な
り
ま

し
た
。 

 

残
っ
た
相
続
人
は
、
私
（
Ｃ
）

一
人
だ
け
な
の
で
す
が
、
相

続
登
記
は
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

被
相
続
人
Ａ
の
相
続
に
お

い
て
、
相
続
人
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
が

お
り
、
遺
産
分
割
協
議
が
未

了
の
内
に
Ｂ
が
死
亡
し
た
、

と
い
う
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
り

ま
す
。 

 

こ
の
場
合
、
生
存
当
事
者 

        

Ｃ
、
Ｄ
は
、
「
Ａ
の
相
続
人
」
並

び
に
「
Ａ
相
続
人
Ｂ
の
相
続

人
」
と
い
う
二
つ
の
資
格
に
基

づ
き
、
「
Ｃ
が
相
続
す
る
」
内

容
の
遺
産
分
割
協
議
書
を
作

成
し
、
一
件
の
申
請
に
よ
り

Ｃ
名
義
の
相
続
登
記
手
続
が

可
能
で
す
。 

 

し
か
し
、
冒
頭
の
事
例
の
場

合
（
被
相
続
人
Ａ
の
相
続
人

が
Ｂ
、
Ｃ
で
、
Ｂ
が
死
亡
し
、

Ｂ
の
相
続
人
が
Ｃ
一
人
で
あ

る
場
合
）
は
、
問
題
で
す
。 

 

こ
れ
ま
で
は
、
一
つ
目
の
事

例
と
同
様
、
Ｃ
は
「
Ａ
の
相
続

人
」
並
び
に
「
Ａ
相
続
人
Ｂ
の

相
続
人
」
と
い
う
二
つ
の
資
格

に
基
づ
き
、
被
相
続
人
Ａ
の

相
続
に
関
す
る
「
遺
産
分
割

決
定
書
」
を
作
成
す
れ
ば
、

一
件
の
申
請
に
よ
り
Ｃ
名
義

の
相
続
登
記
手
続
が
出
来
て

お
り
ま
し
た
。 

 

し
か
し
神
戸
地
方
法
務
局

よ
り
、
平
成
二
七
年
一
月
、

冒
頭
の
事
例
の
よ
う
な
場
合
、

死
亡
し
た
相
続
人
Ｂ
の
生
前

に
作
成
さ
れ
た
遺
産
分
割
協

議
書
（
印
鑑
証
明
書
付
）
が

あ
る
場
合
を
除
き
、
Ａ
か
ら

Ｃ
へ
直
接
移
転
す
る
所
有
権

移
転
登
記
は
受
理
し
な
い
旨
、

通
達
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

冒
頭
の
事
例
の
場
合
、
ま

ず
Ａ
死
亡
に
よ
る
相
続
を
原

因
と
す
る
、
Ｂ
・Ｃ
共
有
名
義

へ
の
相
続
登
記
手
続
、
Ｂ
死

亡
に
よ
る
相
続
を
原
因
と
す

る
、
Ｂ
持
分
全
部
を
Ｃ
に
移

転
す
る
相
続
登
記
手
続
と
い

う
二
件
の
登
記
手
続
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

相
続
手
続
、
特
に
相
続
登

記
を
含
む
名
義
変
更
手
続

に
は
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

事
案
に
よ
っ
て
は
、
冒
頭
の
事

例
の
よ
う
に
手
続
が
複
雑
に

な
っ
た
り
、
余
計
な
費
用
が

か
か
った
り
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。 

 

ご
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、

当
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

 

 

ち
ょ
っ
と
ひ
と
息 
  

二
月
一
一
日
、
増
位
山
随

願
寺
の
鬼
追
い
式
に
行
っ
て
き

ま
し
た
。 

 

屋
台
も
出
て
、
大
勢
の
人

で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

七
百
五
十
年
の
歴
史
を
持

つ
追
儺
式
で
、
寺
の
本
堂
で
、

赤
鬼
、
青
鬼
、
空
鬼
と
、
た
く

さ
ん
の
小
鬼
達
が
、
松
明
を

か
ざ
し
、
鳴
り
物
に
合
わ
せ

て
踊
り
を
披
露
し
ま
す
。 

 

儀
式
の
あ
と
、
餅
ま
き
（
豆

ま
き
）
が
あ
り
、
も
の
す
ご
い

取
り
合
い
に
な
り
ま
し
た
。 

 

子
連
れ
だ
っ
た
の
で
、
な
か

な
か
危
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

た
く
さ
ん
戦
利
品
（
餅
と
豆
）

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

         

役
員
変
更
登
記
と
住
民
票
等 

  

二
月
二
七
日
、
商
業
登
記

規
則
が
改
正
さ
れ
、
株
式
会

社
等
の
役
員
の
登
記
手
続
が

変
わ
り
ま
し
た
。 

 

主
な
改
正
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。 

①
設
立
ま
た
は
就
任
（
再
任

を
除
く
）
に
よ
る
役
員
変
更

登
記
に
は
、
住
民
票
等
、

「
本
人
確
認
証
明
書
」
の
提

出
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。 

②
法
務
局
に
印
鑑
を
届
け

出
て
い
る
代
表
取
締
役
の

辞
任
の
登
記
に
は
、
原
則
辞

任
す
る
者
の
印
鑑
証
明
書

の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
（
辞
任
届
に
会
社
実

印
を
押
印
す
る
場
合
を
除

く
）
。 

③
申
出
に
よ
り
、
役
員
の
婚

姻
前
の
氏
も
登
記
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

規
則
が
改
正
さ
れ
た
ば
か

り
で
、
事
案
に
よ
って
は
登
記

手
続
が
混
乱
す
る
と
思
い
ま

す
が
、
該
当
す
る
手
続
を
予

定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
事

前
に
ご
相
談
い
た
だ
け
た
ら

と
存
じ
ま
す
。 

ま
め
ま
メ
モ 

まま
めめ
まま
めめ
通通
信信  

二
〇
一
五
年
三
月 

第
一
五
号 

  

司
法
書
士
高
橋
大
治
郎
事
務
所
か
ら
、
耳
寄
り
な 

情
報
を
発
信
い
た
し
ま
す
。 
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借
換
え
と
贈
与
税 

  
住
宅
ロ
ー
ン
の
借
換
え
に

よ
る
抵
当
権
設
定
登
記
、
抵

当
権
抹
消
登
記
の
手
続
を
受

任
い
た
し
ま
し
た
。 

 

依
頼
者
の
自
宅
不
動
産
は
、

夫
婦
共
有
で
、
従
前
の
銀
行

と
の
間
で
、
連
帯
債
務
に
よ

る
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ま
れ
て
い

ま
し
た
。 

 

妻
が
現
在
退
職
し
、
収
入

が
無
く
な
った
た
め
、
借
換
え

時
は
夫
単
独
の
債
務
で
ロ
ー

ン
を
組
ま
れ
る
と
の
こ
と
で

す
。 

 

夫
の
新
た
な
ロ
ー
ン
を
原
資

と
し
て
夫
婦
の
旧
債
務
を
返

済
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
妻

の
負
担
部
分
の
返
済
に
つ
い
て

は
、
夫
か
ら
妻
へ
の
贈
与
と
み

な
さ
れ
、
贈
与
税
の
対
象
と

な
り
ま
す
。 

 

「
居
住
用
不
動
産
を
取
得

す
る
た
め
」
の
夫
婦
間
の
金
銭

の
贈
与
に
か
か
る
贈
与
税
つ
い

て
は
、
二
千
万
円
の
配
偶
者

控
除
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
が
、
借
換
え
の
場

合
、
「
居
住
用
不
動
産
の
取

得
の
た
め
」
と
は
言
え
ず
、
こ

の
控
除
の
規
定
は
適
用
さ
れ

な
い
も
の
と
解
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
妻
の
負
担
部
分
の
返

済
に
充
て
ら
れ
た
額
に
つ
い
て

は
、
住
宅
借
入
金
特
別
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
）
の
対
象

と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
意

が
必
要
で
す
。 

 

な
お
、
贈
与
税
の
問
題
に

関
し
て
は
、
自
宅
不
動
産
の

妻
の
共
有
持
分
を
、
住
宅
ロ

ー
ン
の
負
担
付
で
夫
に
贈
与

し
、
そ
の
旨
の
登
記
手
続
を

す
れ
ば
、
税
負
担
を
軽
減
で

き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

住
宅
ロ
ー
ン
の
借
換
え
に
つ

い
て
は
、
金
利
、
諸
経
費
の
ほ

か
、
税
法
上
の
問
題
に
つ
い
て

も
よ
く
確
認
す
る
必
要
が
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。 

    

毎
月
第
３
土
曜
日
、
当
事
務

所
に
お
い
て
、
「
相
続
・
遺
言

休
日
相
談
会
」
を
開
催
し
て

お
り
ま
す
（参
加
費
不
要
）
。 

 

時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で
で
す
。 

     

コ
ン
ビ
ニ
発
行
の
印
鑑
証

明
書
は
ち
ょ
っ
と
大
変 

  

先
日
、
お
客
さ
ま
か
ら
、
コ

ン
ビ
ニ
発
行
の
印
鑑
証
明
書

を
お
預
か
り
し
ま
し
た
。 

 

平
成
二
三
年
か
ら
一
部
の

自
治
体
に
お
い
て
、
コ
ン
ビ
ニ

で
住
民
票
や
印
鑑
証
明
書
を

取
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。 

 

市
役
所
発
行
の
そ
れ
ら
と

異
な
り
、
専
用
の
用
紙
で
印

刷
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た

め
、
登
記
な
ど
の
手
続
で
使

用
す
る
た
め
に
は
、
原
本
に

相
違
な
い
か
、
改
竄
さ
れ
て
い

な
い
か
等
を
、
検
証
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

当
事
務
所
で
も
こ
れ
に
対

応
す
る
た
め
、
検
証
用
機
器

を
導
入
い
た
し
ま
し
た
。 

 

該
当
す
る
証
明
書
の
使
用

を
ご
検
討
さ
れ
る
場
合
は
、

事
前
に
ご
相
談
い
た
だ
け
た

ら
と
存
じ
ま
す
。 

 

お
ひ
な
さ
ん
に
、
七
五
三

の
着
物
を
着
せ
ま
し
た
。 

  

お
ひ
な
祭
り
に
合
わ
せ
、
三

歳
の
長
女
に
、
七
五
三
の
着

物
を
着
せ
ま
し
た
。 

 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
せ
っ
か
く

作
っ
て
も
ら
っ
た
着
物
で
す
が
、

考
え
て
み
る
と
、
あ
と
何
回

着
せ
ら
れ
る
の
か
。 

 

子
供
の
成
長
は
、
び
っ
く
り

す
る
ほ
ど
早
い
の
で
、
七
歳
の

七
五
三
で
着
せ
る
の
は
、
ま

ず
無
理
で
す
。 

 

と
な
る
と
、
着
物
を
着
せ
ら

れ
る
機
会
は
本
当
に
少
な
い

で
す
。 

 

お
正
月
、
お
ひ
な
祭
り
な
ど
、

ハ
レ
の
日
に
は
、
出
来
る
だ
け

着
せ
て
や
り
た
い
も
の
で
す
。 

 
 

        

（編
集
長 

高
橋
克
彰
） 
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